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二
月
十
四
日
、
毎
年
恒
例
と
な
っ
た
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
「
Ｆ
Ｃ
今
治
」
の

選
手
・
監
督
・
コ
ー
チ
等
関
係
者
四
十
九
名
が
参
拝
に
訪
れ
た
。
各
々
が
絵
馬
に

思
い
を
書
き
込
み
、
境
内
の
絵
馬
掛
け
に
は
「
Ｊ
３
優
勝
」「
Ｊ
２
昇
格
」「
絶
対

昇
格
！
」
な
ど
、
選
手
達
の
力
強
い
絵
馬
が
並
ん
だ
。
そ
の
後
、
拝
殿
に
て
必
昇

（
勝
）
祈
願
祭
を
行
い
、
そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て
か
、
Ｊ
３
開
幕
戦
か
ら
見
事
四
連

勝
を
飾
っ
た
。
昨
年
は
Ｊ
３
全
二
〇
チ
ー
ム
の
中
で
第
四
位
と
、
昇
格
ま
で
あ
と

一
歩
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
念
願
の
Ｊ
２
昇
格
は
目
の
前
ま
で
迫
っ
て
い
る
。
今
後

も
こ
の
勢
い
を
絶
や
さ
ず
に
Ｊ
２
昇
格
を
達
成
し
来
年
は
、
今
年
と
は
違
う
志
を

持
っ
た
選
手
達
の
絵
馬
が
並
ぶ
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

Ｆ
Ｃ
今
治
必
昇（
勝
）祈
願
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こ
の
大
太
刀
を
打
っ
た
の
は
千
手
院
派
の
刀
工
長
吉
で

す
。
日
本
刀
に
は
名
工
を
輩
出
し
た
主
な
地
域
が
五
か
所

あ
り
「＊

２

五ご

箇か

伝で
ん

」
と
言
わ
れ
ま
す
。
千
手
院
派
は
大
和

伝
（
奈
良
県
）
の
流
派
で
あ
り
、
大
和
伝
の
中
に
あ
る
大

和
五
派
と
い
う
刀
派
の
中
で
も
最
古
の
流
派
で
す
。
主
に

千
手
院
谷（
東
大
寺
の
子
院
で
あ
る
千
手
院
堂
が
あ
っ
た
）

と
い
う
地
域
を
拠
点
と
し
た
刀
工
の
一
派
で
す
。

　
こ
の
大
太
刀
を
奉
納
し
た
後
村
上
天
皇
は
、
第
九
十
七

代
天
皇
で
あ
り
、
南
朝
第
二
代
天
皇
で
す
。
南
北
朝
時
代

は
、
延
元
元
（
一
三
三
六
）
年
に
後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
に

御
移
り
に
な
っ
て
か
ら
、
元
中
九
（
一
三
九
二
）
年
に
後

　
今
回
は
、
国
宝
「
大お

お

太た

刀ち　
銘め

い　
貞

じ
ょ
う

治じ

五ご

年ね
ん

丙へ
い

午ご

千せ
ん

手じ
ゅ

院い
ん

長な
が

吉よ
し

」
に
つ
い
て
の
お
話
を
い
た
し
ま
す
。

　
社
伝
で
は
南
北
朝
時
代
、
後
村
上
天
皇
御
奉
納
の
大
太

刀
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
大
太
刀
は
刃
長
一
三
六
セ
ン
チ
あ
り
ま
す
。
現
代

の
分
類
で
は
刃
長
が
三
尺
（
約
九
〇
セ
ン
チ
）
以
上
あ
る

大
型
の
太
刀
の
こ
と
を
大
太
刀
と
い
い
、
大
太
刀
は
南
北

朝
時
代
に
流
行
し
ま
し
た
。
大
太
刀
の
中
に
は
、
後
の
時

代
に
磨
り
上
げ
ら
れ
、＊

１

打う
ち

刀が
た
なに
仕
立
て
か
え
ら
れ
る
も
の

も
多
く
、
こ
の
大
太
刀
の
よ
う
に
、
制
作
当
時
の
刀
身
の

ま
ま
現
存
す
る
も
の
は
大
変
貴
重
で
す
。

注 

釈
＊
１　
打
刀
（
う
ち
が
た
な
）

　

現
代
の
分
類
で
は
刃
長
が
二
尺

（
約
六
〇
セ
ン
チ
）
以
上
の
刀
の
こ

と
。
刃
の
向
き
が
上
向
き
に
な
る
よ

う
に
腰
に
差
す
。
室
町
時
代
中
期
以

降
武
士
の
間
で
流
行
。

＊
２　
五
箇
伝
（
ご
か
で
ん
）

　
大や

ま
と和

伝で
ん

（
奈
良
県
）・山や
ま

城し
ろ

伝
（
京

都
府
）・
備び

前ぜ
ん

伝
（
岡
山
県
）・
相そ
う

州し
ゅ
う

伝（
神
奈
川
県
）・美み

濃の

伝（
岐
阜
県
）。

＊
３　
義
良
（
の
り
な
が
）

　
後
に
憲
良
（
の
り
よ
し
が
一
般
的

だ
が
、
当
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
後

村
上
天
皇
の
兄
護
良
（
も
り
な
が
）

親
王
の
『
国
宝
牡
丹
唐
草
文
兵
庫
鎖

太
刀
拵
』
の
表
記
に
合
わ
せ
る
）。

宝
物
さ
ん
ぽ

ほ
う

も
つ

▼
第
三
回
▲　
　
　

～
大お

お

太た

刀ち 

銘め
い 

貞じ
ょ
う

治じ

五ご

年ね
ん

丙へ
い

午ご

千せ
ん

手じ
ゅ

院い
ん

長な
が

吉よ
し

～
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亀
山
天
皇
が
三
種
の
神
器
を
北
朝
の
後
小
松
天
皇
に
渡
す

ま
で
、
朝
廷
が
南
朝
と
北
朝
に
分
か
れ
て
い
た
時
代
の
こ

と
で
す
。
元
号
も
別
の
元
号
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
後
村

上
天
皇
は
後
醍
醐
天
皇
の
第
七
皇
子
（
第
八
皇
子
説
も
あ

り
）と
し
て
鎌
倉
時
代
末
期
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、諱い

み
な（
実

名
）
は＊

３

義の
り

良な
が

と
言
い
ま
す
。
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
年
、
東

北
地
方
で
南
朝
の
味
方
を
集
め
統
率
す
る
た
め
、＊

４

北き
た

畠
ば
た
け

親ち
か

房ふ
さ

・＊
５

顕あ
き

家い
え

に
奉
じ
ら
れ
陸
奥
国
の
国
府
兼
鎮
守
府
の

多
賀
城
（
宮
城
県
）
へ
と
向
か
い
ま
す
。
し
か
し
、＊

６

足あ
し

利か
が

尊た
か

氏う
じ

が
謀
反
を
起
こ
し
た
た
め
、
父
の
後
醍
醐
天
皇
を
助

け
、
足
利
尊
氏
を
追
討
す
る
目
的
で
親
房
・
顕
家
と
共
に

京
へ
と
向
か
い
ま
す
。
京
で
尊
氏
軍
を
破
り
九
州
へ
敗
走

さ
せ
た
後
、
義
良
親
王
は
多
賀
城
へ
戻
り
ま
す
が
、
態
勢

を
立
て
直
し
た
尊
氏
が
京
を
奪
還
し
、
後
醍
醐
天
皇
は
吉

野
に
逃
れ
、
南
朝
を
樹
立
し
ま
し
た
。
尊
氏
は
光
明
天
皇

を
擁
立
し
北
朝
を
樹
立
、
南
北
朝
時
代
が
始
ま
り
ま
し

た
。
義
良
親
王
は
、
再
び
西
へ
向
か
い
鎌
倉
を
奪
還
し
、

美
濃
国
で
勝
利
を
収
め
吉
野
へ
入
り
ま
す
。
し
か
し
、
尊

氏
は
光
明
天
皇
か
ら
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
、
室
町
幕

府
を
開
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
は
更
に
形
勢
は
傾
き
、
行
動

を
共
に
し
て
き
た
北
畠
顕
家
が
幕
府
軍
に
敗
れ
戦
死
、
更

に＊
７

新に
っ

田た

義よ
し

貞さ
だ

も
幕
府
軍
に
敗
れ
戦
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。

義
良
親
王
は
北
畠
親
房
・
顕
信
に
奉
じ
ら
れ
、
伊
勢
国
大

＊
４　

北
畠
親
房
（
き
た
ば
た
け　

ち
か
ふ
さ
）（
一
二
九
三
～
一
三
五
四
）

　
後
醍
醐
天
皇
、
後
村
上
天
皇
に
仕

え
た
公
家
。『
神
皇
正
統
記
』
の
著

者
。「
後
の
三
房
」
と
称
さ
れ
る
一

人
。
長
男
は
、
顕
家
（
一
三
一
八
～

一
三
三
八
）。

＊
５　
北
畠
顕
家
（
き
た
ば
た
け
あ

き
い
え
）（
一
三
一
八
～
一
三
三
八
）

　
親
房
の
長
男
。
陸
奥
大
介
兼
鎮
守

府
将
軍
。
後
醍
醐
天
皇
、
親
王
時
代

の
後
村
上
天
皇
に
仕
え
た
公
家
武

将
。
後
醍
醐
天
皇
に
上
奏
し
た
文

（
南
朝
に
政
治
に
お
け
る
問
題
点
を

諫
め
た
も
の
）『
北
畠
顕
家
上
奏
文
』

（『
顕
家
諫か

ん

奏そ
う

』）
を
上
奏
し
た
後
、

石
津
の
戦
い
で
戦
死
。

＊
６　
足
利
尊
氏
（
あ
し
か
が
た
か

う
じ
）（
一
三
〇
五
～
一
三
五
八
）

　
室
町
幕
府
初
代
征
夷
大
将
軍
。
一

時
、
後
醍
醐
天
皇
に
つ
く
も
の
の
対

立
。
後
醍
醐
天
皇
の
死
後
、
対
立
関

係
に
あ
っ
た
も
の
の
京
都
に
後
醍
醐

天
皇
を
弔
う
た
め
天
龍
寺
を
建
立
。
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そ
れ
も
数
か
月
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
後
も
戦
に
次
ぐ
戦

で
行
宮
を
山
城
国
（
京
都
府
）、
河
内
国
（
大
阪
府
）、
摂

津
国
（
同
）
へ
と
移
し
ま
す
。
そ
の
間
に
も
親
房
を
は
じ

め
と
す
る
廷
臣
た
ち
が
相
次
い
で
亡
く
な
り
ま
す
。
父
の

遺
志
を
継
ぎ
天
下
一
統
を
目
指
し
て
い
た
後
村
上
天
皇
で

し
た
が
、
和
議
へ
と
気
持
ち
が
傾
い
て
い
き
ま
す
。
し
か

し
、
条
件
が
合
わ
ず
生
前
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
正
平

二
十
三
（
一
三
六
八
）
年
、
三
月
住
吉
行
宮
に
て
後
村
上

天
皇
は
崩
御
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
南
朝
は
長
慶
天

皇
、
後
亀
山
天
皇
と
続
き
ま
す
。＊

９

楠く
す
の
き木
正ま

さ

儀の
り

ら
の
奔
走

に
よ
り
南
北
朝
合
一
と
な
っ
た
の
は
後
村
上
天
皇
の
崩
御

か
ら
二
十
四
年
後
の
こ
と
で
し
た
。

　
こ
の
大
太
刀
の
銘
か
ら
貞
治
五
（
一
三
六
六
）
年
に
打

た
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
北
朝
側
の
元

号
が
使
わ
れ
て
い
る
理
由
は
不
明
で
す
。
南
北
和
議
に
向

け
て
の
歩
み
よ
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
南
北
朝
合
一

か
ら
十
年
後
、
後
亀
山
天
皇
は
「
南
北
朝
合
一
に
ふ
み

切
っ
た
の
は
、
永
年
の
争
い
を
止
め
、
民
間
の
憂
い
を
除

く
た
め
だ
っ
た（『
吉よ

し

田だ

家け

日ひ

次な
み

記き

』）」と
心
の
内
を
語
っ

て
い
ま
す
。
後
村
上
天
皇
の
心
の
内
は
想
像
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
大
太
刀
に
ど
の
よ
う
な
想
い
を
込
め
た

の
で
し
ょ
う
か
。

湊
か
ら
船
で
多
賀
城
を
目
指
す
の
で
す
が
、
大
風
に
遭
い

吹
き
返
さ
れ
て
し
ま
い
多
賀
城
へ
と
向
か
う
の
は
断
念

し
、
吉
野
へ
戻
り
皇
太
子
と
な
り
、
数
か
月
後
、
南
朝
の

第
二
代
天
皇
と
し
て
即
位
し
ま
す
。
そ
の
翌
日
、
父
・
後

醍
醐
天
皇
は
崩
御
し
ま
し
た
。
数
え
十
二
歳
の
時
で
す
。

即
位
後
も
一
所
に
留
ま
る
事
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
即

位
か
ら
九
年
後
、
吉
野＊

８

行あ
ん

宮ぐ
う

は
高

こ
う
の

師も
ろ

直な
お

率
い
る
幕
府
軍

に
焼
き
払
わ
れ
て
し
ま
い
、
後
村
上
天
皇
は
止
む
無
く
行

宮
を
移
し
ま
す
。
そ
の
知
ら
せ
を
受
け
た
兄
・
宗む

ね

良な
が

親
王

は
、
信
濃
の
地
か
ら
後
村
上
天
皇
へ
歌
を
送
り
ま
す
。

（『
李
花
集
』
よ
り
）「
た
ら
ち
ね
の
守
り
を
そ
ふ
る
み
吉

野
の　

山
を
ば
い
づ
ち
立
ち
は
な
る
ら
む
（
父
の
魂
が

守
っ
て
く
れ
て
い
る
吉
野
を
捨
て
て
、
い
っ
た
い
ど
こ
へ

移
っ
た
の
だ
）」
と
い
う
歌
で
す
。
後
村
上
天
皇
は
、「
ふ

る
郷
と
な
り
に
し
山
は
出
で
ぬ
れ
ど　
親
の
守
り
は
猶
も

あ
る
ら
む
（
も
は
や
故
郷
と
も
い
え
る
吉
野
の
山
を
離
れ

て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
猶
も
父
は
お
守
り
く
だ
さ
っ
て
い

ま
す
）」
と
返
歌
を
し
ま
す
。
ど
ち
ら
の
歌
も
吉
野
へ
の

思
い
が
窺
え
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
、
足
利
一
族
の
不
和
か
ら
争
い
（
観か

ん

応の
う

の
擾

じ
ょ
う

乱ら
ん

）
が
始
ま
り
ま
す
。
足
利
直
義
が
南
朝
に
降
伏
し
、
の

ち
に
尊
氏
が
降
伏
し
、
北
朝
の
天
皇
が
廃
さ
れ
、
南
朝
が

唯
一
の
朝
廷
と
な
り
ま
す
（
正
平
の
一
統
）。
し
か
し
、

＊
７　
新
田
義
貞
（
に
っ
た
よ
し
さ

だ
）（
一
三
〇
一
～
一
三
三
八
）

　
南
朝
方
の
武
将
。
難
攻
不
落
の
鎌

倉
を
攻
め
落
と
し
た
鎌
倉
幕
府
滅
亡

の
立
役
者
。

＊
８　
行
宮
（
あ
ん
ぐ
う
）

　
行
宮
と
は
「
か
り
み
や
」
と
も
い

い
、
天
皇
の
行
幸
時
や
政
変
な
ど
の

理
由
で
御
所
が
失
わ
れ
て
い
る
時

に
、
そ
の
地
に
設
け
る
仮
の
宮
の
こ

と
で
行あ

ん
在ざ
い

所し
ょ

と
も
い
う
。

＊
９　
楠
木
正
儀
（
く
す
の
き
ま
さ

の
り
）（
一
三
三
三
？
～
一
三
八
九
？
）

　
楠
木
正
成
の
三
男
。
湊

み
な
と
川が
わ
の
戦
い

（
一
三
三
六
・
兵
庫
県
）
で
父
・
正

成
を
、四し

条じ
ょ
う

畷な
わ
て

の
戦
い（
一
三
四
八・

大
阪
府
）で
兄・正
行
、正
時
を
失
っ

た
が
、
和
議
に
奔
走
す
る
。
後
村
上

天
皇
の
死
後
、
一
時
幕
府
側
に
つ
く

が
、
再
び
南
朝
へ
戻
り
、
南
北
朝
合

一
に
貢
献
し
た
（
南
北
朝
合
一
前
に

亡
く
な
る
）。
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出仕
江本　武宣

　

今
春
に
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
を
卒
業

し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
付
で
出
仕
を
拝
命
い
た

し
ま
し
た
。
高
校
卒
業
ま
で
は
故
郷
で
あ
る
岡
山

県
で
過
ご
し
、
國
學
院
大
學
で
は
四
年
間
、
学
生

と
し
て
授
業
や
課
外
活
動
等
で
神
職
の
勉
強
に
励

ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
御
縁
あ
り
ま
し
て
、
古
来
よ
り
日
本

総
鎮
守
と
尊
称
さ
れ
、
朝
廷
や
武
家
か
ら
も
厚
く

崇
敬
さ
れ
て
き
た
格
式
高
い
大
山
祇
神
社
に
ご
奉

仕
す
る
こ
と
が
叶
い
、
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　

浅
学
菲
才
の
身
で
あ
り
、
神
職
と
し
て
も
社
会

人
と
し
て
も
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
一
日
も
早
く
大
山
祇
神
社
の
神
職
と
し
て
相

応
し
い
神
明
奉
仕
が
で
き
る
よ
う
邁
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
も
あ
る
と

は
存
じ
ま
す
が
、
何
卒
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
宜

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

内子見習
木村　涼伽

　

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日
よ
り
内
子
見
習
と
し

て
奉
職
致
し
ま
し
た
。

　

大
山
祇
神
社
と
い
う
歴
史
あ
る
神
社
に
勤
め
ら

れ
る
こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
未
熟
で
神
社
の
こ
と
も
大
三
島
の
こ
と

も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
皆
様
に
ご
迷
惑
を

お
か
け
す
る
こ
と
も
多
々
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

皆
様
に
気
持
ち
よ
く
ご
参
拝
い
た
だ
け
る
よ
う
、

笑
顔
で
一
生
懸
命
が
ん
ば
り
ま
す
。
初
心
を
忘
れ

ず
謙
虚
な
気
持
ち
で
日
々
の
ご
奉
仕
に
励
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
、
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

内子見習
高村　つぐみ

　

三
月
二
十
八
日
付
で
内
子
見
習
と
し
て
奉
職
致

し
ま
し
た
。
神
社
の
事
、
言
葉
遣
い
、
大
三
島
の

事
も
知
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
迷
惑
を
お
か
け
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
大
山
祇
神
社

で
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
常
に
笑
顔
で
礼
儀
正
し
く
一
生
懸
命
取
り
組

ん
で
参
り
ま
す
。
日
々
の
精
進
を
肝
に
銘
じ
て
頑

張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

新
任
挨
拶
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内子見習
上松　沙羅

　

三
月
二
十
八
日
付
で
内
子
見
習
と
し
て
奉
職
致

し
ま
し
た
。
歴
史
あ
る
大
山
祇
神
社
に
勤
め
ら
れ

る
こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

幼
い
頃
か
ら
の
夢
で
あ
っ
た
緋
色
の
袴
姿
に
身

を
包
み
、
私
自
身
刀
剣
に
興
味
を
持
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
国
宝
を
感
じ
な
が
ら
日
々
ご
奉
仕
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ご
参
拝
さ
れ
る
方
々

に
、
も
う
一
度
参
拝
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
清
い
心
、
凛
と
し
た
立
ち
振
る
舞
い
、

そ
し
て
何
よ
り
笑
顔
を
大
切
に
ご
奉
仕
に
励
み
ま

す
。ご
指
導
の
ほ
ど
、宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

内子見習
大塚　美緒

　

三
月
二
十
八
日
か
ら
内
子
見
習
と
し
て
奉
職
致

し
ま
し
た
。
偉
大
な
る
大
山
祇
神
社
に
勤
め
ら
れ

る
こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま

す
。
清
ら
か
な
姿
を
見
か
け
る
た
び
、
巫
女
へ
の

憧
れ
が
日
々
強
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
十
八
歳
に

な
り
、「
内
子
」
と
い
う
形
で
勤
め
ら
れ
る
こ
と
を

う
れ
し
く
思
い
、
懸
命
に
が
ん
ば
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
だ
神
社
の
こ
と
を
深
く
は
知
ら
ず
勉
強
不

足
の
面
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
人
前
の
「
巫
女
」
と

し
て
大
山
祇
神
社
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
に
な
り
ま
す

の
で
、ご
指
導
の
ほ
ど
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

令
和
五
年
度
国
庫
補
助
事
業
で
重
要
文
化
財　

紫
韋
威
胴
丸
・
兜
・
大
袖
付
（
む
ら
さ
き
が
わ
お

ど
し
ど
う
ま
る
・
か
ぶ
と
・
お
お
そ
で
つ
き
）
の

保
存
修
理
が
終
了
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日
付
で
指
定

の
「
太
刀　

銘　

和
泉
大
掾
藤
原
國
輝　

享
保

二
十
乙
卯
年
二
月
吉
日
」
並
び
に
「
太
刀　

無
銘
」

に
引
き
続
き
、
令
和
六
年
二
月
十
六
日
付
で
「
大

太
刀　

無
銘
」、「
大
太
刀　

銘　

石
州
和
貞
作
」

の
二
点
が
愛
媛
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
の
で
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

辞
　
　
令

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　

木　

村　
　

涼　

伽

　
　
　

高　

村　
　

つ
ぐ
み

　
　
　

上　

松　
　

沙　

羅

　
　
　

大　

塚　
　

美　

緒

　

内
子
見
習
を
命
ず
る

令
和
六
年
四
月
一
日

　
　
　

江　

本　
　

武　

宣

　

出
仕
を
命
ず
る

　
　

出　

仕　
　

柚　

木　
　

郁　

彦

　

主
典
を
命
ず
る

 

大　

山　

祇　

神　

社

表
紙
の
写
真
に
つ
い
て
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二
十
二
日

 

十
九
日

七
月 

一
日

 

三
十
日

 

二
十
七
日

 

二
十
二
日

 

十
日

六
月 

一
日

 

三
十
一
日

 

三
十
日

 

二
十
九
日

 

二
十
八
日

 

二
十
七
日

　

至 

二
十
八
日

　

自 

二
十
二
日

 

二
十
二
日

五
月 

一
日

大
三
島
宮
祭
事
暦

 

令
和
六
年
五
月
～
令
和
六
年
七
月

月

次

祭

五

穀

豊

穣

祈

願

祭

一

日

祭

大

祓

式

全
国
鉱
山
工
場
安
全
祈
願
大
祭

月

次

祭

御

田

植

祭

一

日

祭

宇
迦
神
社
祈
晴
奉
賽
祭

後

宮

祭

例

大

祭

併

講

社

大

祭

御

更

衣

御

戸

開

祭

神

殿

清

掃

祭

宇

迦

神

社

祈

晴

祭

月

次

祭

一

日

祭

　

大
山
祇
神
社
例
大
祭
を
来
る
五
月
二
十
九
日

（
水
曜
日
）（
旧
暦
四
月
二
十
二
日
）
に
斎
行
致
し

ま
す
。

　

例
大
祭
と
は
、
当
社
の
最
も
重
要
な
祭
典
で
あ

り
、
当
社
の
御
祭
神
大
山
積
大
神
様
が
現
社
地
に

遷
座
さ
れ
た
養
老
三
年
（
七
一
九
）、
旧
暦
四
月

二
十
二
日
を
祝
っ
て
、
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
、

歴
史
あ
る
大
祭
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
よ
り
通
常
通
り
の
斎
行
を
し
て
お
り
ま
す

が
、
参
拝
に
際
し
ま
し
て
は
、
混
雑
し
て
い
る
場

所
で
は
、
適
宜
マ
ス
ク
を
ご
着
用
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
例
大
祭
期
間
の
御
祈
禱
受
付
時
間
や
ご
朱
印

対
応
等
に
関
し
ま
し
て
は
、
随
時
更
新
致
し
ま
す

当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

尚
、
当
日
御
参
拝
頂
け
な
い
皆
様
に
替
わ
り
貴

家
又
貴
社
の
御
尊
名
を
御
神
前
に
奉
奠
し
、
家
内

安
全
・
事
業
繁
栄
の
特
別
神
楽
祈
禱
を
執
り
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
【
大
山
祇
神
社
大
祭
神
楽
祈
禱

申
込
簿
】
を
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。
名
簿
に
御
家

族
、
又
会
社
・
事
業
所
の
名
前
を
記
入
の
う
え
大

三
島
・
大
山
祇
神
社
社
務
所
ま
で
お
送
り
く
だ
さ

い
。
大
祭
に
併
せ
て
祈
願
祭
を
厳
修
の
上
、
神
楽

祈
禱
神
符
を
お
送
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
五
月
　
二
十
八
日
㈫
　
午
前
十
時
　

　
　
御
　
更
　
衣
　
御
　
戸
　
開
　
祭

　　
五
月
　
二
十
九
日
㈬
　
午
前
十
時
　

　
　
例
　
大
　
祭
　
併
　
講
　
社
　
大
　
祭

　　
五
月
　
　
三
十
日
㈭
　
午
前
十
時
　

　
　
後

　

宮

　

祭
　

　　

住
所
等
の
変
更
、
送
付
物
の
停
止
等
に
関
し
ま

し
て
は
、
ご
一
報
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

例
大
祭
の
御
案
内

アンケートは
こちら
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